
公益社団法人神奈川県産業資源循環協会表彰規程 

（趣旨） 

第 1 条 この規程は、公益社団法人神奈川県産業資源循環協会の表彰に関し必要な事項を

定める。 

（対象） 

第２条 表彰は、当会の定款の目的の遂行に対し、他の模範となる個人及び企業とする。 

２ 表彰の種類及び表彰基準は、次のとおりとする。 

 

（表彰審査会） 

第３条 表彰すべき本案の選考を行うため表彰審査会を置く。 

２ 表彰審査会は、福利厚生委員会の委員長、副委員長及び委員、各地区委員会の委員長 

及び副委員長並びに専務理事兼事務局長をもって組織する。 

３ 表彰審査会の座長は、福利厚生委員会の委員長をもって充て、委員長が欠けたとき又 

は委員長に事故あるときは、副委員長がこれに当たる。 

（表彰の決定） 

第４条 表彰は、表彰審査会の選考結果に基づき理事会に諮り、会長が決定する。 

（表彰の方法） 

第５条 表彰は、会長が表彰状を授与して行う。 

２ 表彰に当たっては、記念品等を表彰状に添えて授与することができる。 

（表彰の時期） 

第６条 表彰は、毎年度開催する定時社員総会の席上において行う。ただし、特別の理由

があるときは、この限りではない。 

（費用の負担） 

第７条 会長は、第２条第３号の優良従事者表彰の費用の一部を、理事会の決議を経て、

当該表彰をされる従事者の所属する正会員に負担させることができる。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が、理事会の決議を経て別に

定める。 

附  則 

この規程は、平成 ２年１月１７日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成 ３年２月１４日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２０年１１月１９日から施行する。 

種 類 表 彰 対 象 者 表 彰 基 準 

（1）功労者表彰 

正会員の代表者 

当協会の役・職員 

表彰審査会の推薦者 

本会の運営に功績顕著な者 

（2）優良事業所表彰 
正会員で当該地区の地区

委員会の推薦を得たもの 

本会の運営に特に功績のあ

った企業 

（3）優良従業員表彰 
正会員の役員及び従業員 

（代表者を除く。） 

従業員として、当該事業所に

１０年以上勤務し、成績優秀 

で他の模範となるもの 



  

  附 則 

この規程は、社団法人神奈川県産業廃棄物協会が、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成 18年法律第 50号）第 44条の規定に基づき公益社団法人とな

ることとなったときに、公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会定款の施行の日から施行す

る。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


